
人権それは愛

　インターネットの普及により、私たちの生活はよ
り便利になり、離れた場所でもコミュニケーション
の輪を広げることが可能になりましたが、一方でイ
ンターネットを悪用した行為やトラブルが増えてい
ます。
　特に、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス）を通じた差別的な書き込み、特定の個人に対
する誹謗中傷やインターネット上でのいじめなど深
刻な人権侵害が少なくありません。また、新型コロ
ナウイルス感染症などの社会不安による悪意あるデ
マも散見されます。昨今、これらの行為は、社会的
に許されないものと認知され、民事事件や刑事事件
にも発展しています。
　そして、インターネットで発信した内容は、瞬く
間に世界中に広がり、消したくても消せない「デジ
タルタトゥー※」として残り続ける危険性がありま

す。軽い悪ふざけで発した言葉が、インターネット
を通して差別を助長し、誰かを傷つけ続けるかもし
れません。
　今一度、自分の SNS の使い方を見直し、人権侵
害につながる行為は絶対にやめましょう。日頃から、
インターネット上においても、お互いを尊重する行
動を心掛けることがたいせつです。

　国では、世界人権宣言が国際連合総会で採択され
た昭和23年（1948年）12月10日を記念して、毎年
12月4日から10日までを人権週間と定めています。
また、埼玉県では、12月4日から10日まで「人権尊
重社会をめざす県民運動強調週間」として定めてい
ます。
※�一度ウェブ上に記録されたデータは容易に消去すること
ができない入れ墨（タトゥー）になぞらえた語。

１０／２１ 市長室
　白岡市総合振興計画審議会から、第６次白岡市総合振興計画基本構想に
係る答申書が提出されました。

総合振興計画審議会から答申がありました

１０／１２ 市長室
　埼玉県知事から、白岡市交通安全母の会を通じて、交通事故防止と交通
安全思想の普及啓発の強化・徹底を図るための交通安全啓発メッセージが
市長に伝達されました。

交通安全啓発知事メッセージの伝達式

農地の適正な管理をお願いします農地の適正な管理をお願いします
　農家の高齢化や後継者不足、非農家への農地相続などにより、耕作が放棄
された農地が増加しています。
　耕作が放棄され、農地が荒れたままの状態にしておくと、雑草・雑木が繁茂
し、病害虫や鳥獣被害の発生原因となるだけでなく、廃棄物の不法投棄場所
となるなど、近隣農地や近隣住民に多大な迷惑を及ぼします。
　また、これからの季節は火災の原因となることが心配されます。
　農地を所有しているかたは、草刈りを行うなど適正な管理をお願いします。
問合せ 　農業委員会事務局　☎ 0480（92）1111　内線 247・248 ▲農地に不法投棄された廃棄物
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